
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
間
近
に
控
え
た
今
、

世
界
は
第
２
次
世
界
大
戦
以
来
、
最
大
の
経

済
的
分
裂
に
見
舞
わ
れ
、
景
気
後
退
の
瀬
戸

際
に
あ
る
。
ま
た
こ
の
間
、
戦
争
や
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
大
国
の
覇
権
争
い
の
影
響
で
、

イ
ン
フ
レ
圧
力
や
食
料
不
足
も
続
い
て
い
る
。

２
０
２
３
年
、
日
本
が
議
長
国
を
務
め
る
Ｇ

７
サ
ミ
ッ
ト
で
世
界
の
安
定
を
目
指
す
う
え

で
、
開
か
れ
た
経
済
で
あ
る
主
要
7
カ
国
の

団
結
と
協
調
が
今
ほ
ど
重
要
な
時
は
な
い
。

国
際
的
な
ル
ー
ル
に
基
づ
く
秩
序
が
重
大

な
局
面
に
あ
る
と
の
訴
え
は
、
も
は
や
言
い

古
さ
れ
て
い
る
。
多
角
的
な
シ
ス
テ
ム
は
す

で
に
崩
壊
し
て
い
る
の
だ
。
世
界
貿
易
機
関

（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）の
ル
ー
ル
は
、
１
９
９
０
年
代
に

自
由
化
し
た
東
欧
諸
国
や
市
場
経
済
に
移
行

途
上
の
ア
ジ
ア
の
四
小
龍
（
香
港
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
韓
国
、
台
湾
）
を
念
頭
に
策
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
、
強
大
な
規
模
や

影
響
力
を
持
つ
中
国
の
国
家
主
導
経
済
を
規

律
す
る
こ
と
な
ど
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

要
す
る
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
ル
ー
ル
に
は
抜
け

道
が
あ
る
の
だ
。
中
国
は
、
中
華
民
族
の
復

興
に
専
念
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
際
社
会
に

生
じ
さ
せ
た
外
部
不
経
済
に
は
無
頓
着
で
い

ら
れ
た
。
か
た
や
米
国
は
、
歴
代
政
権
が
単

独
行
動
主
義
を
打
ち
出
し
、（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定

の
）
安
全
保
障
上
の
例
外
規
定
を
盾
に
、
中

国
へ
の
最
恵
国
待
遇
を
拒
否
し
て
き
た
。
世

界
の
2
大
国
で
あ
る
中
国
と
米
国
が
、
Ｗ
Ｔ

Ｏ
の
ル
ー
ル
な
ど
な
き
に
等
し
い
振
る
舞
い

を
し
て
い
る
間
に
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
秩
序

は
す
っ
か
り
変
わ
り
果
て
、
後
戻
り
で
き
な

い
状
態
に
な
っ
た
。
か
つ
て
の
ル
ー
ル
に
基

づ
く
秩
序
を
回
復
す
る
道
は
、
も
は
や
閉
ざ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

Ｇ
７
諸
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
や
グ
ロ

ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
の
国
々
も
そ
ろ
っ
て
納
得

で
き
る
よ
う
な
改
革
の
成
果
は
得
ら
れ
そ
う

に
な
い
。
中
国
だ
け
で
な
く
、
米
国
や
欧
州

も
含
め
た
主
要
国
は
、
国
内
の
対
立
に
気
を

と
ら
れ
、
外
的
な
誘
因
や
圧
力
に
は
反
応
が

鈍
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
目
下
の
イ
ン

フ
レ
環
境
で
は
、
輸
出
主
導
型
成
長
の
機
会

は
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
と
あ
っ
て
、
貿
易

自
由
化
の
取
り
組
み
が
割
に
合
わ
な
い
と
考

え
る
の
も
無
理
は
な
い
。

し
か
し
、
た
と
え
現
行
シ
ス
テ
ム
に
も
は

や
未
来
が
な
い
と
し
て
も
、
ル
ー
ル
に
基
づ

く
秩
序
を
実
現
す
る
方
法
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

最
恵
国
待
遇
と
い
う
考
え
方
に
現
実
味
が
な

ホ
ー
ス
ク・リ
ー・マ
キ
ヤ
マ

混
迷
が
続
く
世
界

―
―
Ｇ
７
は
貿
易
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
Ｂ
７
の
ビ
ジョ
ン
に
耳
を
傾
け
よ
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い
の
で
あ
れ
ば
、
20
年
間
も
不
均
衡
の
問
題

が
放
置
さ
れ
続
け
て
い
る
今
、
政
治
的
に
現

実
味
が
あ
る
の
は
相
互
主
義
し
か
な
い
。
広

島
サ
ミ
ッ
ト
で
の
最
大
の
課
題
は
、
Ｇ
７
各

国
政
府
が
内
輪
の
違
い
を
乗
り
越
え
、
そ
の

よ
う
な
秩
序
を
構
築
で
き
る
か
ど
う
か
だ
。

失
敗
に
終
わ
れ
ば
、
力
が
も
の
を
い
う
無
秩

序
の
時
代
に
突
入
し
、
企
業
や
開
か
れ
た
経

済
は
、
専
制
主
義
国
家
が
掲
げ
る
ル
ー
ル
を

黙
っ
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

Ｇ
７
は
志
を
同
じ
く
す
る
国
の
集
ま
り
で

あ
る
は
ず
だ
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
や
そ
れ

に
続
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
が
各
国
の
競
争
力

に
も
た
ら
し
た
衝
撃
の
度
合
い
に
は
濃
淡
が

あ
る
。ま
た
、産
業
政
策
に
よ
っ
て
Ｇ
７
内
部

の
力
学
に
も
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
。
機
械
、

イ
ン
フ
ラ
、
資
本
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
分
野

で
は
、世
界
市
場
を
巡
っ
て
Ｇ
７
内
部
の（
特

に
Ｅ
Ｕ
と
米
国
の
）
企
業
間
競
争
の
方
が
、

対
中
国
の
競
争
よ
り
も
は
る
か
に
熾
烈
だ
。

こ
の
有
志
国
の
小
さ
な
集
ま
り
の
中
で
さ

え
、
企
業
に
と
っ
て
は
、
差
別
的
で
は
な
い

平
等
な
待
遇
が
想
定
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、
敵
と
味
方
を
区
別
す
る
米
国
イ
ン

フ
レ
抑
制
法
の
規
定
に
つ
い
て
、
当
初
、
米

国
議
会
で
は
誰
も
気
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
も
、
ク
ラ
ウ
ド
関
連
や
独
占
禁
止
法
の

規
則
の
影
響
が
米
国
の
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

だ
け
に
及
ぶ
よ
う
、
恣
意
的
な
基
準
を
適
用

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
力
が
も
の
を
い

う
秩
序
に
唯
一
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
相
互
主
義
の
も
と
、
有
志
国
だ
け

に
参
加
が
許
さ
れ
る
「
自
由
貿
易
ク
ラ
ブ
」

と
い
う
Ｂ
７
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
Ｇ
７
は

政
治
的
協
調
で
動
い
て
い
る
た
め
、
専
門
的

な
作
業
に
は
向
い
て
い
な
い
。
ク
ラ
ブ
づ
く

り
へ
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
は
煩
雑
だ
が
、
Ｇ
７

は
、
ク
ラ
ブ
構
成
国
間
や
他
の
有
志
国
へ
の

内
国
民
待
遇
付
与
の
努
力
を
約
束
す
る
こ
と

か
ら
着
手
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
Ｇ
７
の

声
明
に
拘
束
力
が
な
く
て
も
、
こ
う
し
た
政

治
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
産
業
補
助
金
を

は
じ
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
コ
ス
ト
パ
リ
テ
ィ
、

投
資
、
イ
ン
フ
ラ
標
準
規
格
、
デ
ジ
タ
ル
貿

易
な
ど
摩
擦
の
あ
る
分
野
を
巡
る
内
部
分
裂

に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
Ｇ
７
諸
国
は
、
経
済
安
全
保
障

に
つ
い
て
共
通
の
懸
念
を
有
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
国
際
問
題
に
関
し
て
、
経
済
的
依
存

関
係
を
武
器
化
し
、
重
要
な
原
材
料
の
入
手

や
市
場
ア
ク
セ
ス
を
阻
む
こ
と
に
よ
り
、
自

国
に
有
利
な
立
場
を
小
国
に
受
け
入
れ
さ
せ

る
経
済
的
威
圧
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

外
国
の
国
家
安
全
保
障
に
係
る
法
律
に
は
、

当
該
国
の
国
益
追
求
や
諜
報
活
動
を
目
的
に
、

領
土
外
で
当
該
国
の
企
業
や
個
人
に
国
家
命

令
に
従
う
義
務
を
課
す
も
の
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
安
全
保
障
や
重

要
な
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ
が
リ
ス
ク
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
。

専
制
主
義
国
家
や
修
正
主
義
者
ら
は
、
Ｇ

７
首
脳
間
の
結
束
が
ど
こ
ま
で
深
ま
る
の
か

注
視
し
て
い
る
。
こ
の
大
事
な
時
に
、
岸
田

文
雄
総
理
率
い
る
日
本
政
府
は
、
誰
か
ら
も

信
頼
さ
れ
る
統
率
力
の
発
揮
と
い
う
重
責
を

担
う
一
方
、
経
団
連
は
、
諸
外
国
・
地
域
の

経
済
界
と
と
も
に
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
経
済

秩
序
の
新
た
な
章
に
向
け
て
確
か
な
道
筋
を

描
く
こ
と
に
な
る
。

（
2
0
2
3
年
5
月
11
日
脱
稿
・
原
文
英
語
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
外
務
省
な
ど
を
経
て
、
現
在
、European
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Director

、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）国
際
関
係
学
部
フ
ェ
ロ
ー
。専
門
分
野
は
貿
易
政
策
、

Ｅ
Ｕ
‒
極
東
関
係
、
デ
ジ
タ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
な
ど
。
貿
易
交

渉
か
ら
経
済
改
革
ま
で
幅
広
い
問
題
に
つ
い
て
各
国
政
府
や

国
際
機
関
に
助
言
を
行
う
ほ
か
、
W
T
O
や
主
要
な
自
由
貿

易
協
定
に
関
与
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